
平成２２年４月から建設業許可申請書等に添付する書類が変更になります

建設業法施行規則の改正により、平成２２年４月１日以降に提出される許可申請書、

変更届の様式が変更されます。

改正の内容

１．背景

建設業者が作成すべき財務諸表は、会社法、会社計算規則、企業会計基準等に準拠し

て、建設業法施行規則等で規定されている。今般、会社計算規則等の改正により、本年

４月以降の株式会社の財務諸表の作成方法が変更されることを踏まえ、建設業者が作成

すべき財務諸表についても所要の改正を行う。

２．主な改正内容

（１）建設業法施行規則の一部改正

① 貸借対照表（別記様式第15号）の見直し

・「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視でき

るリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされた。

⇒同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を

追加するとともに、所要の記載要領を追加。

② 注記表（別記様式第17号の２）の見直し

・「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については時価評価に関

する注記を行うこととされた。

⇒同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄

を追加するとともに、所要の記載要領を追加。

③ 用語の整理（別記様式第15号、第16号、第18号、第19号）

・一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理(例受取利息配当金→受取利息及

び配当金)。

（２）関連告示の一部改正

・「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が工事完成

基準（工事完成時に売上等を計上）から工事進行基準（工事の進捗に応じて売上

等を計上）に変更された。

⇒同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」（＝売上げ）の勘定科目の定義を変

更。


